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１【提出理由】

2026年６月25日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　第64期剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

若松孝彦、長尾吉邦、南川典人、藁田勝、奥村格、川本喜浩及び山本剛史の７名を取締役（監査等委

員である取締役を除く。）に選任するものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に

対する譲渡制限付株式報酬制度に関し、譲渡制限付株式割当契約の内容を変更し、譲渡制限期間を、

従前の５年間から「対象取締役が当社及び当社子会社のいずれの取締役の地位から退任する日までの

期間」に変更するものであります。

あわせて、譲渡制限の解除については、対象取締役に対して割り当てられる譲渡制限付株式（以下、

「本割当株式」という。）の全部につき、対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する

当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限

期間の満了時点をもって譲渡制限を解除するものとし、当該対象取締役が当社取締役会が正当と認め

る理由により譲渡制限期間の満了前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当

株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものであります。また、譲

渡制限期間の変更に伴い、譲渡制限付株式の無償取得及び組織再編等における取扱いについても、所

要の変更を行うこと、並びに既に付与済みの譲渡制限付株式についても同様の変更を行うことといた

します。なお、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠、各事業年度において発行又は処分される当社

普通株式の総数及び１株当たりの払込金額の決定方法に変更はありません。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成割合（％））

第１号議案 227,304 832 0 （注）１ 可決　（97.42）

第２号議案    （注）２  

若松　孝彦 186,976 41,156 0  可決　（80.14）

長尾　吉邦 189,136 38,996 0  可決　（81.06）

南川　典人 189,138 38,994 0  可決　（81.06）

藁田　　勝 189,188 38,944 0  可決　（81.09）

奥村　　格 227,062 1,070 0  可決　（97.32）

川本　喜浩 189,133 38,999 0  可決　（81.06）

山本　剛史 226,925 1,207 0  可決　（97.26）

第３号議案 226,245 1,891 0 （注）１ 可決　（96.97）

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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